
１募集する取組

２事業実施主体

４補助率及び上限額

【問合せ先・申請先】
鳥取県交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課 関係人口推進室
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目２２０
電話 ０８５７－２６－７１２８ ファクシミリ 0857-26-8196
ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/jinkouseisaku/

県内地域の安全・安心な暮らしづくりの支援や地域活性化に向けた活動等の
地域課題の解決に取り組む事業
（事業を行う地域の関係者（地域コミュニティ・地域活動団体・市町村等）から、実施への
理解を得ており、事業成果を関係者へ報告することが条件となります。）

（取り組み例） ・地域へ提言等を行うフィールドスタディ（ワーク）
・草刈りや農作業などの集落活動
・特産品づくり ・健康づくり事業 ・伝統行事の実施支援 など

活動する地域外に所在する個人・団体・NPO（法人格の有無を問いません）、
学生グループ等（個人においては申請者、団体等においては構成員の半数以上が「ふ
るさと来LOVEとっとり」メンバーであること）

補助率：１／２ 上限額：３０万円

３補助対象経費
事業の実施に係る経費（旅費、使用料、消耗品費、講師招へい経費など）
※ 団体の運営に係る経常的な経費、人件費、構成員に対する個人給付的な経費、食糧費（事業

実施に必要不可欠なものを除く）等、交付対象として不適当と認められる経費は対象外

鳥取県ふるさと人口政策課

鳥取県地域活動応援
事業費補助金

待ってるよ～


